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【手続補正書】
【提出日】平成24年4月19日(2012.4.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ロッドを患者の骨に相互結合するための骨固定要素であって、この骨固定要素が、
　本体であって、間隔を隔てたアームを有し、それらの間にロッド受入れ通路を形成し、
この本体は、本体の内面上の内側ねじ付き表面をさらに有している、上記本体と、
　外側ねじ付き外側部分と、この外側ねじ付き外側部分内に配置された外側ねじ付き内側
部分とを有し、この外側ねじ付き外側部分が内側ねじ付き表面と螺合可能である、上記外
側ねじ付きロックキャップと、
　を備えていることを特徴とする骨固定要素。
【請求項２】
　上記間隔を隔てたアームの各々は、そこから延びる短縮タブを備え、この短縮タブは、
破断領域によってアームから隔てられ、この短縮タブは破断領域においてアームから分離
できる請求項１に記載の骨固定要素。
【請求項３】
　上記破断領域は、本体の内面に形成された内側破断領域を備える請求項２に記載の骨固
定要素。
【請求項４】
　上記破断領域は、本体の外面に形成された外側破断領域を備える請求項３に記載の骨固
定要素。
【請求項５】
　短縮タブは、間隔を隔てたアームと一体的に形成されていることを特徴とする請求項４
に記載の骨固定要素。
【請求項６】
　内側及び外側の破断領域は溝部であることを特徴とする請求項５に記載の骨固定要素。
【請求項７】
　外側破断領域は、内側破断領域に対して遠位側に配置されていることを特徴とする請求
項４に記載の骨固定要素。
【請求項８】
　内側ねじ付き表面は、切込ねじの輪郭を有していることを特徴とする請求項４に記載の
骨固定要素。
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【請求項９】
　前記骨固定要素がさらに、
　本体に形成された頂部開口部から、本体に形成された底部開口部へと延在する長手ボア
の内部に、多軸的に配置されている、骨アンカーを備えていることを特徴とする請求項４
に記載の骨固定要素。
【請求項１０】
　本体は、さらに、スリーブとブッシングとを具備し、スリーブとブッシングとは、長手
ボアの内部に摺動可能に配置され、ブッシングにおける少なくとも一部分は、スリーブの
内部に摺動可能に配置されていることを特徴とする請求項９に記載の骨固定要素。
【請求項１１】
　ブッシングは、内側に球形台のキャビティを備え、骨アンカーにおける拡大した頭部部
分を多軸的に受け入れることを特徴とする請求項１０に記載の骨固定要素。
【請求項１２】
　長手ボアは、球形台の接触面を底部開口部に隣接させて具備し、ブッシングに形成され
た外側の球形台面を受入れ、ブッシングは、本体に対して多軸的に回転可能になっている
ことを特徴とする請求項１０に記載の骨固定要素。
【請求項１３】
　ブッシングは、下側端部を具備し、ブッシングの下側端部は、ロックキャップが本体の
内側ねじ付き表面と螺合するとき、本体の底部開口部を通って延在することを特徴とする
請求項１２に記載の骨固定要素。
【請求項１４】
　前記骨固定要素が、さらに、
　短縮タブの近位端に取り付けられたキャップ、
　を備えていることを特徴とする請求項４に記載の骨固定要素。
【請求項１５】
　キャップは、肩部を具備していることを特徴とする請求項１４に記載の骨固定要素。
【請求項１６】
　キャップは、駆動面を具備し、逆トルク力を加えるために、駆動工具と係合することを
特徴とする請求項１４に記載の骨固定要素。
【請求項１７】
　内側及び外側の破断領域は、貫通スロットの両側にある一対の結合箇所から構成され、
貫通スロットは、外面から内面へ延びていることを特徴とする請求項１４に記載の骨固定
要素。
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